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令和５年４月１日採用 

魚沼地区障害福祉組合職員採用試験実施要項(２次募集) 

 

                              令和５年１月１０日   

                             魚沼地区障害福祉組合 

                            （魚沼学園・魚沼更生園）            

 

 次のとおり魚沼地区障害福祉組合職員の採用試験を行います。 

 

１ 試験区分、職種、受験資格、採用予定人数 

試験区分 職 種 受 験 資 格 
採用予定 

人  数 

一般行政職 

保育士、児

童指導員又

は生活支援

員 

 

① 昭和 62 年 4 月 2 日以降に生まれた者 

②普通自動車運転免許保有者（取得見込み

含む） 

※上記①②の条件を全て満たし、かつ以下

の③～⑤までの資格の一つ以上を取得済

（取得見込み含む）又は同等以上の資格を

有する者。 

③保育士資格 

④社会福祉士資格 

⑤介護福祉士資格 

 

 

１名 

 

 ◎欠格条項 

  次のいずれかに該当する者は、受験できません。 

・日本の国籍を有しない人 

・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがな

くなるまでの人 

・魚沼市において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人 

・日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力

で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した人 
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２ 試験日時及び試験場 

試験内容 日    時 試 験 場 

小論文試験 

 

令和5年2月19日（日） 

【受付時間】午前8時45分から 

午前9時00分まで 

【試験開始】 

・小論文試験  午前 9時15分から 

・面 接 試 験  午前10時30分から 

魚沼地区障害福祉組合 

魚沼更生園 会議室 

 

面接試験 

 

３ 試験の方法 

 （1） 小論文試験   60分 

(2)  面接口述試験  15分 

 (3)  書類審査    受験資格の有無、申込書記載事項の内容について審査します。 

  

４ 最終合格者の発表 

時  期 方  法 

令和５年３月上旬の予定 合格者に通知（郵送）します。 

 

５ 合格から採用まで 

   採用は、最終合格者の中から決定するものであり、令和5年4月1日を採用の日とし

ます。ただし、資格又は免許の取得見込みで受験し、受験資格欄に示す資格又は免

許を取得できなかった者は採用を取り消します。 

 

６ 給  与 

   給与は、魚沼市職員の給与に関する条例の規定に準じて支給します。 

 

７ 勤務地 

   新潟県魚沼市十日町1403番地1 魚沼地区障害福祉組合（魚沼学園・魚沼更生園） 

 

８ 受験手続 

 (1) 受験申込書の入手方法 

  ・ 魚沼地区障害福祉組合庶務課に備え付けてあります。 

  ・ 魚沼学園ホームページ  http://www.uogaku.com/ から書式をダウンロードで
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きます。 

 (2) 申込方法 

以下の書類を魚沼地区障害福祉組合庶務課に提出してください。 

・受験申込書（所要事項を記入押印し、必要書類を添付） 

・履歴書（市販の履歴書に所要事項を記入し、写真(縦4cm、横3cm)1枚を貼付） 

 (3) 受付期間及び受付時間 

   ア 受付期間 

     令和5年1月10日（火）から令和5年2月13日（月）まで《必着》 

     （持参は17時15分まで、郵送の場合は当日消印有効） 

     受付期間経過後の申込みは、受け付けません。 

   イ 受付時間 

     午前8時30分から午後5時15分まで 

 (ただし、土曜日・日曜日・祝日を除きます。) 

   ウ 当日の持ち物 

① 顔写真付き本人確認書類 

② 受験票（申し込み受付後送付します。）    

 

９ その他 

(1) 受験に際して取得した個人情報は、採用試験における事務以外に使用しません。  

 (2) 今後の新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況により、試験内容（日程、実

施方法等）を変更する場合があります。この場合当組合ホームページでお知らせ

しますので、随時ご確認ください。 

 

10 問合せ先 

   〒946-0035 新潟県魚沼市十日町1403番地1 

   魚沼地区障害福祉組合（魚沼学園・魚沼更生園）庶務課 

   電話：025-792-0846（代表） 

  ※ 電話による問合せは、土・日曜・祝日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。 


